
(57)【要約】

【課題】ＶｏＩＰルートでの呼接続の失敗を確認するこ

となく、ＰＢＸ側で事前に迂回ルートを選択可能なＶｏ

ＩＰシステムを提供する。

【解決手段】対局監視モジュール２０２は予め定められ

た回数ｎ１回連続で、応答が無かった局について、ＩＰ

網を使用した通信が不可能であると判定し、当該局のＩ

Ｐアドレスと電話番号情報とをメイン処理部２０４へ通

知する。メイン処理部２０４はＶｏＩＰ使用不可を示す

特番を使用し、ＰＢＸ１０に対して擬似的な着信信号を

送信する。ＰＢＸ１０は着信信号を受信すると、着信信

号を呼処理部１０２で処理し、番号分析部１０１で受信

したダイヤル番号を分析する。番号分析部１０１は分析

した結果をルートテーブル１０３と比較し、局番へのル

ートがＶｏＩＰ経由で通信することができないと認識し

、ルートテーブル１０３からＶｏＩＰルートを削除し、

公衆電話網ルートを優先ルートとする。

【選択図】　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
Ｐ Ｂ Ｘ （ Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｔ ｅ 　 Ｂ ｒ ａ ｎ ｃ ｈ 　 ｅ Ｘ ｃ ｈ ａ ｎ ｇ ｅ ） と 、 Ｉ Ｐ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ
ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ネ ッ ト ワ ー ク 網 と 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ と の 間 に お い て シ グ ナ リ ン グ 変 換 及
び 音 声 の パ ケ ッ ト 符 号 化 を 行 う Ｖ ｏ Ｉ Ｐ （ Ｖ ｏ ｉ ｃ ｅ 　 ｏ ｖ ｅ ｒ 　 Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ
ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ゲ ー ト ウ ェ イ と を 含 む Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム で あ っ て 、
他 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の 起 動 及 び 停 止 状 態 を 監 視 す る 機 能 と 、 予 め 設 定 さ れ か つ 前 記
他 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の 監 視 結 果 に 対 応 す る 擬 似 的 な 着 信 信 号 の 生 成 と 送 出 と を 行 う
機 能 と を 前 記 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ に 有 し 、
前 記 擬 似 着 信 信 号 を 受 信 し て 番 号 分 析 し か つ そ の 指 定 さ れ た 局 番 の ル ー ト 情 報 を 変 更 す る
機 能 を 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ に 有 す る こ と を 特 徴 と す る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ は 、 前 記 Ｉ Ｐ ネ ッ ト ワ ー ク 網 及 び 対 向 局 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ
イ の い ず れ か の 障 害 を 検 出 し た 時 に 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ へ 擬 似 的 な 着 呼 通 知 を 発 行 し 、 前 記 Ｖ ｏ Ｉ
Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ と 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ と の 間 で 予 め 定 め た 特 別 番 号 に よ っ て 任 意 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト
ウ ェ イ 及 び 当 該 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ 向 け の ル ー ト の 障 害 及 び 障 害 復 旧 の い ず れ か で あ る
旨 を 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 特 別 番 号 は 、 予 め 設 定 さ れ か つ 前 記 Ｉ Ｐ ネ ッ ト ワ ー ク 網 内 の 障 害 及 び 障 害 復 旧 の 通 知
信 号 を 識 別 す る た め の 番 号 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
Ｐ Ｂ Ｘ （ Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｔ ｅ 　 Ｂ ｒ ａ ｎ ｃ ｈ 　 ｅ Ｘ ｃ ｈ ａ ｎ ｇ ｅ ） と 、 Ｉ Ｐ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ
ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ネ ッ ト ワ ー ク 網 と 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ と の 間 に お い て シ グ ナ リ ン グ 変 換 及
び 音 声 の パ ケ ッ ト 符 号 化 を 行 う Ｖ ｏ Ｉ Ｐ （ Ｖ ｏ ｉ ｃ ｅ 　 ｏ ｖ ｅ ｒ 　 Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ
ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ゲ ー ト ウ ェ イ と を 含 む Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム の ル ー ト 障 害 通 知 方 法 で あ っ て
、
前 記 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ は 、 他 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の 起 動 及 び 停 止 状 態 を 監 視 し 、
予 め 設 定 さ れ か つ そ の 監 視 結 果 に 対 応 す る 擬 似 的 な 着 信 信 号 を 生 成 し て 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ に 送 出
し 、
前 記 Ｐ Ｂ Ｘ は 、 前 記 擬 似 着 信 信 号 を 受 信 し て 番 号 分 析 し 、 そ の 指 定 さ れ た 局 番 の ル ー ト 情
報 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る ル ー ト 障 害 通 知 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ は 、 前 記 Ｉ Ｐ ネ ッ ト ワ ー ク 網 及 び 対 向 局 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ
イ の い ず れ か の 障 害 を 検 出 し た 時 に 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ へ 擬 似 的 な 着 呼 通 知 を 発 行 し 、 前 記 Ｖ ｏ Ｉ
Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ と 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ と の 間 で 予 め 定 め た 特 別 番 号 に よ っ て 任 意 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト
ウ ェ イ 及 び 当 該 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ 向 け の ル ー ト の 障 害 及 び 障 害 復 旧 の い ず れ か で あ る
旨 を 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の ル ー ト 障 害 通 知 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 特 別 番 号 は 、 予 め 設 定 さ れ か つ 前 記 Ｉ Ｐ ネ ッ ト ワ ー ク 網 内 の 障 害 及 び 障 害 復 旧 の 通 知
信 号 を 識 別 す る た め の 番 号 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の ル ー ト 障 害 通 知 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム 及 び そ れ に 用 い る ル ー ト 障 害 通 知 方 法 に 関 し 、 特 に Ｖ ｏ Ｉ Ｐ （
Ｖ ｏ ｉ ｃ ｅ 　 ｏ ｖ ｅ ｒ 　 Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ゲ ー ト ウ ェ イ に お け る 電
話 交 換 機 へ の ル ー ト 障 害 通 知 方 式 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
Ｐ Ｂ Ｘ （ Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｔ ｅ 　 Ｂ ｒ ａ ｎ ｃ ｈ 　 ｅ Ｘ ｃ ｈ ａ ｎ ｇ ｅ ： 構 内 交 換 機 ） 側 で 音 声 ト ラ
ン ク を 各 局 向 け に 共 通 に 使 用 し て い る 場 合 に は 、 対 向 す る 個 別 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の
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障 害 や 一 部 の ル ー ト が 障 害 に な っ た だ け で は 、 全 ト ラ ン ク を 閉 塞 す る こ と は で き な い 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
従 来 の 電 話 交 換 機 へ の ル ー ト 障 害 通 知 方 式 と し て は 、 上 記 の よ う な 状 況 の 中 で 、 自 装 置 の
Ｉ Ｐ 網 側 の 中 継 リ ン ク 障 害 を 検 出 し 、 対 向 す る 全 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ と も 通 信 で き な い
場 合 に の み 、 自 装 置 の 対 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス を 全 ト ラ ン ク を ビ ジ ー に し て 、 Ｐ Ｂ Ｘ 側 に
迂 回 ル ー ト を 選 択 す る よ う に 通 知 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
上 記 の ル ー ト 障 害 通 知 方 式 で は 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ 内 の Ｗ Ａ Ｎ （ Ｗ ｉ ｄ ｅ Ａ ｒ ｅ ａ 　
Ｎ ｅ ｔ ｗ ｏ ｒ ｋ ） 及 び Ｌ Ａ Ｎ （ Ｌ ｏ ｃ ａ ｌ 　 Ａ ｒ ｅ ａ 　 Ｎ ｅ ｔ ｗ ｏ ｒ ｋ ） イ ン タ フ ェ ー ス
を 監 視 し 、 レ イ ヤ １ 監 視 モ ジ ュ ー ル で キ ャ リ ア 断 を 検 出 し た 場 合 、 そ の 旨 を メ イ ン 処 理 部
に 通 知 す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
メ イ ン 処 理 部 で は 音 声 チ ャ ネ ル 制 御 部 に 指 示 し 、 音 声 チ ャ ネ ル の Ｓ Ｒ （ 着 信 開 始 ） 信 号 を
ｏ ｎ す る こ と に よ っ て 、 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス が ビ ジ ー に な る よ う に 制 御 し て い る （ 例 え
ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
Ｐ Ｂ Ｘ 側 で は 、 上 記 の よ う に 、 Ｉ Ｐ 網 側 の 中 継 リ ン ク 障 害 で Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス が ビ ジ
ー に な る と 、 そ の 信 号 路 か ら 別 の 専 用 線 あ る い は 公 衆 電 話 網 に 迂 回 さ せ る 方 法 も 提 案 さ れ
て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 許 第 ３ １ ４ ４ ５ ４ ６ 号 公 報 （ 第 ６ ～ １ ０ 頁 、 図 １ ）
【 特 許 文 献 ２ 】
特 開 ２ ０ ０ ０ － ３ ４ ９ ９ ０ １ 号 公 報 （ 第 ５ ～ ９ 頁 、 図 １ ）
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
し か し な が ら 、 上 述 し た 従 来 の ル ー ト 障 害 通 知 方 式 で は 、 一 部 装 置 の 障 害 、 あ る い は 一 部
ル ー ト の 障 害 で 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト で の 呼 接 続 の 失 敗 を 確 認 し て か ら 、 Ｐ Ｂ Ｘ 側 で 迂 回 ル ー
ト に 再 発 呼 し な け れ ば な ら な い と い う 問 題 が あ る 。 上 記 の 特 許 文 献 １ ， ２ に 開 示 さ れ た 技
術 で も 、 こ れ と 同 様 の 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
そ こ で 、 本 発 明 の 目 的 は 上 記 の 問 題 点 を 解 消 し 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト で の 呼 接 続 の 失 敗 を 確 認
す る こ と な く 、 Ｐ Ｂ Ｘ 側 で 事 前 に 迂 回 ル ー ト を 選 択 す る こ と が で き る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム 及
び そ れ に 用 い る ル ー ト 障 害 通 知 方 法 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 に よ る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム は 、 Ｐ Ｂ Ｘ （ Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｔ ｅ 　 Ｂ ｒ ａ ｎ ｃ ｈ 　 ｅ Ｘ ｃ ｈ ａ
ｎ ｇ ｅ ） と 、 Ｉ Ｐ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ネ ッ ト ワ ー ク 網 と 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ
と の 間 に お い て シ グ ナ リ ン グ 変 換 及 び 音 声 の パ ケ ッ ト 符 号 化 を 行 う Ｖ ｏ Ｉ Ｐ （ Ｖ ｏ ｉ ｃ ｅ
　 ｏ ｖ ｅ ｒ 　 Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ゲ ー ト ウ ェ イ と を 含 む Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス
テ ム で あ っ て 、
他 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の 起 動 及 び 停 止 状 態 を 監 視 す る 機 能 と 、 予 め 設 定 さ れ か つ 前 記
他 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の 監 視 結 果 に 対 応 す る 擬 似 的 な 着 信 信 号 の 生 成 と 送 出 と を 行 う
機 能 と を 前 記 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ に 備 え 、
前 記 擬 似 着 信 信 号 を 受 信 し て 番 号 分 析 し か つ そ の 指 定 さ れ た 局 番 の ル ー ト 情 報 を 変 更 す る
機 能 を 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ に 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
本 発 明 に よ る ル ー ト 障 害 通 知 方 法 は 、 Ｐ Ｂ Ｘ （ Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｔ ｅ 　 Ｂ ｒ ａ ｎ ｃ ｈ ｅ Ｘ ｃ ｈ ａ
ｎ ｇ ｅ ） と 、 Ｉ Ｐ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ネ ッ ト ワ ー ク 網 と 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ
と の 間 に お い て シ グ ナ リ ン グ 変 換 及 び 音 声 の パ ケ ッ ト 符 号 化 を 行 う Ｖ ｏ Ｉ Ｐ （ Ｖ ｏ ｉ ｃ ｅ
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　 ｏ ｖ ｅ ｒ 　 Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ゲ ー ト ウ ェ イ と を 含 む Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス
テ ム の ル ー ト 障 害 通 知 方 法 で あ っ て 、
前 記 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ は 、 他 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の 起 動 及 び 停 止 状 態 を 監 視 し 、
予 め 設 定 さ れ か つ そ の 監 視 結 果 に 対 応 す る 擬 似 的 な 着 信 信 号 を 生 成 し て 前 記 Ｐ Ｂ Ｘ に 送 出
し 、
前 記 Ｐ Ｂ Ｘ は 、 前 記 擬 似 着 信 信 号 を 受 信 し て 番 号 分 析 し 、 そ の 指 定 さ れ た 局 番 の ル ー ト 情
報 を 変 更 し て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
す な わ ち 、 本 発 明 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ （ Ｖ ｏ ｉ ｃ ｅ 　 ｏ ｖ ｅ ｒ 　 Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ
ｏ ｌ ） シ ス テ ム は 、 イ ン タ ネ ッ ト ／ イ ン ト ラ ネ ッ ト に 代 表 さ れ る Ｉ Ｐ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ
　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ネ ッ ト ワ ー ク 網 に 接 続 さ れ る Ｉ Ｐ テ レ フ ォ ニ ー ネ ッ ト ワ ー ク と 、 Ｐ
Ｂ Ｘ （ Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｔ ｅ 　 Ｂ ｒ ａ ｎ ｃ ｈ 　 ｅ Ｘ ｃ ｈ ａ ｎ ｇ ｅ ： 電 話 交 換 機 ） と の 間 に お い て
、 シ グ ナ リ ン グ 変 換 や 音 声 の パ ケ ッ ト 符 号 化 を 行 う Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ と Ｐ Ｂ Ｘ と か ら
構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ 及 び Ｐ Ｂ Ｘ に お け る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ と Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス と の ゲ ー ト ウ
ェ イ 機 能 や 交 換 機 能 の 他 に 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ は 他 局 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の 起 動
及 び 停 止 状 態 を 監 視 す る 機 能 と 、 擬 似 的 な 着 信 信 号 の 生 成 と 送 出 と を 行 う 機 能 と を 備 え 、
Ｐ Ｂ Ｘ は 擬 似 着 信 信 号 を 受 信 し て 番 号 分 析 し 、 指 定 さ れ た 局 番 の ル ー ト 情 報 を 変 更 す る 機
能 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
本 発 明 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム で は 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ が Ｉ Ｐ 網 ま た は 対 向 局 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ
ゲ ー ト ウ ェ イ の 障 害 を 検 出 し た 場 合 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ か ら Ｐ Ｂ Ｘ へ 擬 似 的 な 着 呼 通
知 を 発 行 し 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ と Ｐ Ｂ Ｘ と の 間 で 予 め 定 め た 特 番 に よ っ て 、 任 意 の Ｖ
ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ 、 ま た は 当 該 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ 向 け の ル ー ト が 障 害 （ あ る い は 障
害 復 旧 ） で あ る 旨 を 通 知 す る こ と で 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト で の 呼 接 続 の 失 敗 を 確 認 す る こ と な
く 、 Ｐ Ｂ Ｘ 側 で 事 前 に 迂 回 ル ー ト を 選 択 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
次 に 、 本 発 明 の 実 施 例 に つ い て 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。 図 １ は 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ （ Ｖ ｏ ｉ ｃ ｅ 　 ｏ ｖ ｅ ｒ 　 Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） シ ス テ ム の 構
成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 図 １ に お い て 、 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム は
電 話 交 換 機 ［ 以 下 、 Ｐ Ｂ Ｘ （ Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｔ ｅ 　 Ｂ ｒ ａ ｎ ｃ ｈ 　 ｅ Ｘ ｃ ｈ ａ ｎ ｇ ｅ ） と す る
］ １ １ ～ １ ３ と 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～ ２ ３ と 、 イ ン タ ネ ッ ト ／ イ ン ト ラ ネ ッ ト に
代 表 さ れ る Ｉ Ｐ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） ネ ッ ト ワ ー ク で 構 成 さ れ た Ｉ Ｐ
網 １ ０ ０ と 、 Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ （ Ｐ ｕ ｂ ｌ ｉ ｃ 　 Ｓ ｗ ｉ ｔ ｃ ｈ ｅ ｄ 　 Ｔ ｅ ｌ ｅ ｐ ｈ ｏ ｎ ｅ 　 Ｎ ｅ ｔ
ｗ ｏ ｒ ｋ ） 及 び Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｇ ｒ ａ ｔ ｅ ｄ 　 Ｓ ｅ ｒ ｖ ｉ ｃ ｅ ｓ 　 Ｄ ｉ ｇ ｉ ｔ ａ ｌ 　
Ｎ ｅ ｔ ｗ ｏ ｒ ｋ ） 網 に 代 表 さ れ る 公 衆 電 話 網 ２ ０ ０ と か ら 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～ ２ ３ は Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ に Ｗ Ａ Ｎ （ Ｗ ｉ ｄ ｅ 　 Ａ ｒ ｅ ａ 　 Ｎ ｅ ｔ
ｗ ｏ ｒ ｋ ） ま た は Ｌ Ａ Ｎ （ Ｌ ｏ ｃ ａ ｌ 　 Ａ ｒ ｅ ａ 　 Ｎ ｅ ｔ ｗ ｏ ｒ ｋ ） 回 線 ｘ １ ， ｘ ２ ， ｘ
３ で 接 続 さ れ 、 Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ に ト ラ ン ク 回 線 ｐ ， ｑ ， ｒ で 接 続 さ れ て い る 。 Ｐ Ｂ Ｘ １
１ ～ １ ３ は ト ラ ン ク 回 線 ｙ １ ， ｙ ２ ， ｙ ３ で 公 衆 電 話 網 ２ ０ ０ に 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ は 加 入 者 イ ン タ フ ェ ー ス と ト ラ ン ク イ ン タ フ ェ ー ス と を 備 え 、 ト ラ ン ク
イ ン タ フ ェ ー ス は Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～ ２ ３ と 接 続 す る ト ラ ン ク イ ン タ フ ェ ー ス （
ｐ ， ｑ ， ｒ ） だ け で な く 、 公 衆 電 話 網 ２ ０ ０ と 接 続 す る 公 衆 電 話 網 ま た は Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ イ ン タ
フ ェ ー ス （ ｙ １ ， ｙ ２ ， ｙ ３ ） を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～ ２ ３ は Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ と 接 続 す る た め の Ｗ Ａ Ｎ ま た は Ｌ Ａ Ｎ イ
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ン タ フ ェ ー ス （ ｘ １ ， ｘ ２ ， ｘ ３ ） を 備 え て い る 。 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～ ２ ３ は 、
通 常 、 Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ と 接 続 し 、 音 声 呼 接 続 の た め の シ グ ナ リ ン グ や 音 声 パ ケ ッ ト を 伝 送 す
る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～ ２ ３ は Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ 内 に 何 ら か の 障 害 が 発 生 し た か 、 ま た は
対 向 す る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ が 障 害 と な り 、 通 信 す る こ と が で き な い 場 合 、 あ る い は Ｗ
Ａ Ｎ ／ Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス （ ｘ １ ， ｘ ２ ， ｘ ３ ） の 障 害 を 検 出 し た 場 合 に 、 ト ラ ン ク イ
ン タ フ ェ ー ス （ ｐ ， ｑ ， ｒ ） を 使 用 し て Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ に 対 し て Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 網 に よ る 呼 接
続 が 不 可 能 で あ る 旨 を 通 知 す る 。 Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ は 当 該 通 知 を 受 け る と 、 公 衆 電 話 網 ２
０ ０ 向 け の ト ラ ン ク イ ン タ フ ェ ー ス （ ｙ １ ， ｙ ２ ， ｙ ３ ） を Ｖ ｏ Ｉ Ｐ の バ ッ ク ア ッ プ 回 線
と し て 使 用 し 、 音 声 呼 接 続 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
ま た 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～ ２ ３ は そ の 障 害 が 復 旧 し た 場 合 、 ト ラ ン ク イ ン タ フ ェ
ー ス （ ｐ ， ｑ ， ｒ ） を 使 用 し て 、 Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ に 対 し て 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 網 が 復 旧 し た こ と
を 通 知 す る 。 Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ は 当 該 通 知 を 受 け る と 、 次 発 信 呼 か ら Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 網 を 選 択 し
、 呼 接 続 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ １ 】
図 ２ は 図 １ の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～ ２ ３ 及 び Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ の 構 成 例 を 示 す ブ ロ
ッ ク 図 で あ る 。 図 ２ に お い て 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ （ Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ １ ～
２ ３ を ま と め た 表 記 ） は Ｉ Ｐ ア ド レ ス － 電 話 番 号 マ ッ ピ ン グ テ ー ブ ル ２ ０ １ と 、 対 局 監 視
機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ０ ２ と 、 音 声 処 理 部 ２ ０ ３ と 、 呼 処 理 ・ 呼 管 理 部 ２ ０ ４ と 、 レ イ ヤ ２ 及
び レ イ ヤ ３ プ ロ ト コ ル 処 理 部 ２ ０ ５ と 、 音 声 チ ャ ネ ル 制 御 部 ２ ０ ６ と 、 レ イ ヤ １ 監 視 モ ジ
ュ ー ル ２ ０ ７ と 、 対 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス ２ ０ ８ と 、 Ｗ Ａ Ｎ 及 び Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス ２
０ ９ と か ら 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
Ｉ Ｐ ア ド レ ス － 電 話 番 号 マ ッ ピ ン グ テ ー ブ ル ２ ０ １ は 対 局 監 視 や 呼 接 続 処 理 の 際 に 、 Ｉ Ｐ
ア ド レ ス と 電 話 番 号 と を 関 連 付 け る た め に 参 照 す る テ ー ブ ル で あ る 。 対 局 監 視 機 能 モ ジ ュ
ー ル ２ ０ ２ は 対 局 へ の ル ー ト が 正 常 に 稼 動 し て い る か ど う か を 監 視 す る 機 能 モ ジ ュ ー ル で
、 Ｉ Ｃ Ｍ Ｐ （ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｃ ｏ ｎ ｔ ｒ ｏ ｌ 　 Ｍ ｅ ｓ ｓ ａ ｇ ｅ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ）
エ コ ー パ ケ ッ ト を 送 受 信 す る こ と で 実 現 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
音 声 処 理 部 ２ ０ ３ は 音 声 イ ン タ フ ェ ー ス と の 間 で 送 受 す る ６ ４ Ｋ Ｐ Ｃ Ｍ （ Ｐ ｕ ｌ ｓ ｅ 　 Ｃ
ｏ ｄ ｅ 　 Ｍ ｏ ｄ ｕ ｌ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 信 号 と 、 エ ン コ ー ド （ Ｅ ｎ ｃ ｏ ｄ ｅ ） ／ デ コ ー ド （ Ｄ ｅ
ｃ ｏ ｄ ｅ ） し て 音 声 パ ケ ッ ト 化 す る 変 換 処 理 を 実 行 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
メ イ ン 処 理 部 ２ ０ ４ は 、 Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ か ら の 発 呼 信 号 、 Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ 側 か ら の 着 呼 信
号 に 基 づ き 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 呼 接 続 処 理 や 同 呼 の 状 態 管 理 等 、 呼 処 理 及 び 呼 管 理 を 実 行 す る ほ か
、 ル ー ト 障 害 通 知 の メ イ ン 処 理 及 び 管 理 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
レ イ ヤ ２ 及 び レ イ ヤ ３ プ ロ ト コ ル 処 理 部 ２ ０ ５ は Ｔ Ｃ Ｐ ／ Ｉ Ｐ （ Ｔ ｒ ａ ｎ ｓ ｍ ｉ ｓ ｓ ｉ ｏ
ｎ 　 Ｃ ｏ ｎ ｔ ｒ ｏ ｌ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ／ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） 、 Ｕ Ｄ
Ｐ ／ Ｉ Ｐ （ Ｕ ｓ ｅ ｒ 　 Ｄ ａ ｔ ａ ｇ ｒ ａ ｍ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ／ Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ
ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） 等 の レ イ ヤ ３ プ ロ ト コ ル 処 理 と 、 Ｅ ｔ ｈ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ （ Ｒ ） 、 Ｆ ｒ ａ ｍ ｅ 　 Ｒ
ｅ ｌ ａ ｙ 、 Ｐ Ｐ Ｐ （ ｐ ｏ ｉ ｎ ｔ － ｔ ｏ － Ｐ ｏ ｉ ｎ ｔ 　 Ｐ ｒ ｏ ｔ ｏ ｃ ｏ ｌ ） 等 の レ イ ヤ ２ プ
ロ ト コ ル 処 理 を 行 っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
音 声 チ ャ ネ ル 制 御 部 ２ ０ ６ は 音 声 チ ャ ネ ル の ス テ ー タ ス を 管 理 し 、 メ イ ン 処 理 部 ２ ０ ４ の
指 示 に し た が っ て チ ャ ネ ル 状 態 を 制 御 す る 。 レ イ ヤ １ 監 視 モ ジ ュ ー ル ２ ０ ７ は Ｗ Ａ Ｎ 及 び
Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス ２ ０ ９ の レ イ ヤ １ の Ｕ Ｐ ／ Ｄ ｏ ｗ ｎ 状 態 を 監 視 す る 。 対 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン
タ フ ェ ー ス ２ ０ ８ は Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ （ Ｐ Ｂ Ｘ １ １ ～ １ ３ を ま と め て 表 記 ） と 接 続 す る た め の 物
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理 イ ン タ フ ェ ー ス を 示 し て い る 。 Ｗ Ａ Ｎ 及 び Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス ２ ０ ９ は Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 網 と
接 続 す る た め の 物 理 イ ン タ フ ェ ー ス を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ は 番 号 分 析 部 １ ０ １ と 、 呼 処 理 部 １ ０ ２ と 、 ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ と 、 Ｐ Ｂ Ｘ
イ ン タ フ ェ ー ス １ ０ ４ と か ら 構 成 さ れ て い る 。 番 号 分 析 部 １ ０ １ は Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ
２ ０ か ら 受 信 し た 信 号 の ダ イ ヤ ル 番 号 を 分 析 し 、 ル ー ト を 決 定 す る 処 理 を 実 行 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
呼 処 理 部 １ ０ ２ は Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ か ら 受 信 し た 信 号 を 分 析 し 、 呼 接 続 、 切 断 処
理 を 実 行 す る 。 ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ は 電 話 番 号 と ト ラ ン ク 方 路 と の 対 応 付 け を 記 載 し た
テ ー ブ ル を 示 す 。 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス １ ０ ４ は Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ に 実 装 さ れ る
、 対 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス ２ ０ ８ と の 相 互 接 続 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ 経 由 の 通 信 不 可 の 判 定 と 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ － Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ 間 イ ン タ
フ ェ ー ス に つ い て 以 下 に 述 べ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ に 実 装 さ れ る ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ に は 、 予 め Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ 内 の 障 害 及 び 障 害
復 旧 通 知 信 号 を 識 別 す る た め の 特 別 番 号 （ 以 下 、 特 番 と す る ） が 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
番 号 分 析 部 １ ０ １ は ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ を 参 照 し 、 同 信 号 内 の ダ イ ヤ ル 番 号 が 特 番 で あ
る と 判 定 す る と 、 そ の 信 号 が Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ 内 の 障 害 及 び 障 害 復 旧 通 知 す る た め の 擬 似 着 信
信 号 で あ る こ と を 認 識 す る 。 ま た 、 番 号 分 析 部 １ ０ １ は こ の 擬 似 着 信 信 号 に 、 特 番 に 続 け
て 、 障 害 及 び 障 害 復 旧 の 対 象 局 番 が 設 定 さ れ て い る こ と を 認 識 す る こ と が で き 、 こ れ ら の
情 報 を ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ に 反 映 さ せ る こ と が で き る 。 上 記 の 擬 似 着 信 信 号 は ル ー ト テ
ー ブ ル １ ０ ３ に 反 映 さ れ た 後 、 廃 棄 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は 対 向 局 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ 装 置 に 到 達 す る こ と が で き る
か 否 か を 定 期 的 に 監 視 し て お り 、 そ の 監 視 を 以 下 の よ う な 動 作 で 行 っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
対 局 監 視 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ０ ２ は Ｉ Ｐ ア ド レ ス － 電 話 番 号 マ ッ ピ ン グ テ ー ブ ル ２ ０ １ を 参
照 し 、 対 向 局 情 報 を 取 得 す る 。 対 局 監 視 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ０ ２ は 監 視 対 象 局 を 決 定 し た 後
、 対 象 局 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス を 指 定 し 、 レ イ ヤ ２ 及 び レ イ ヤ ３ プ ロ ト コ ル 処 理 部 ２ ０ ５ に Ｉ Ｃ
Ｍ Ｐ エ コ ー （ ｐ ｉ ｎ ｇ ） 要 求 を 指 示 す る 。 レ イ ヤ ２ 及 び レ イ ヤ ３ プ ロ ト コ ル 処 理 部 ２ ０ ５
は ｐ ｉ ｎ ｇ 応 答 を 監 視 し 、 応 答 の 有 無 を 対 局 監 視 モ ジ ュ ー ル ２ ０ ２ へ 通 知 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
対 局 監 視 モ ジ ュ ー ル ２ ０ ２ は 上 記 の 動 作 を 、 Ｉ Ｐ ア ド レ ス － 電 話 番 号 マ ッ ピ ン グ テ ー ブ ル
２ ０ １ に 記 述 さ れ た 局 全 て に 一 巡 し 、 応 答 が 無 か っ た 局 を 記 録 す る 。 対 局 監 視 モ ジ ュ ー ル
２ ０ ２ は 予 め 定 め ら れ た 時 間 ｔ １ 周 期 で 、 こ の 監 視 動 作 を 繰 り 返 す 。 ま た 、 対 局 監 視 モ ジ
ュ ー ル ２ ０ ２ は 予 め 定 め ら れ た 回 数 ｎ １ 回 連 続 で 、 応 答 が 無 か っ た 局 に つ い て 、 Ｉ Ｐ 網 １
０ ０ を 使 用 し た 通 信 が 不 可 能 で あ る と 判 定 し 、 当 該 局 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス と 電 話 番 号 情 報 と を
メ イ ン 処 理 部 ２ ０ ４ へ 通 知 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
メ イ ン 処 理 部 ２ ０ ４ は そ の 通 知 を 受 信 す る と 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 使 用 不 可 を 示 す 特 番 を 使 用 し 、 Ｐ
Ｂ Ｘ １ ０ に 対 し て 擬 似 的 な 着 信 信 号 を 送 信 す る 。 例 え ば 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 使 用 不 可 を 示 す 特 番 が
「 ＊ ＊ 」 、 当 該 対 向 先 の 局 番 が 「 １ ０ 」 で あ っ た 場 合 に 、 メ イ ン 処 理 部 ２ ０ ４ は 着 信 信 号
内 の ダ イ ヤ ル 番 号 を 「 ＊ ＊ １ ０ 」 に 設 定 し 、 対 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス ２ ０ ８ を 経 由 し 、 Ｐ
Ｂ Ｘ １ ０ へ 送 信 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ は Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス １ ０ ４ を 経 由 し て 着 信 信 号 を 受 信 す る 。 着 信 信 号 は 呼
処 理 部 １ ０ ２ で 処 理 さ れ 、 番 号 分 析 部 １ ０ １ で 受 信 し た ダ イ ヤ ル 番 号 「 ＊ ＊ １ ０ 」 が 分 析
さ れ る 。
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【 ０ ０ ３ ７ 】
番 号 分 析 部 １ ０ １ は 分 析 し た 結 果 を ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ と 比 較 し 、 局 番 「 １ ０ 」 へ の ル
ー ト が Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 経 由 で 通 信 す る こ と が で き な い と 認 識 し 、 ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ か ら Ｖ ｏ
Ｉ Ｐ ル ー ト を 削 除 し 、 迂 回 ル ー ト で あ る 公 衆 電 話 網 ル ー ト を 優 先 ル ー ト と す る 。 番 号 分 析
部 １ ０ １ は 局 番 「 １ ０ 」 の ル ー ト 情 報 を 変 更 し た こ と を 呼 処 理 部 １ ０ ２ に 通 知 す る 。 呼 処
理 部 １ ０ ２ で は 擬 似 着 信 信 号 を 廃 棄 し 、 当 該 呼 処 理 を 完 了 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
次 に 、 Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ 経 由 の 通 信 復 旧 の 判 定 と 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ － Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ 間
イ ン タ フ ェ ー ス に つ い て 述 べ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
対 向 局 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ に 対 す る 定 期 監 視 は 、 障 害 局 の 有 無 に 関 係 な く 継 続 さ れ る
。 上 述 し た よ う に 、 対 局 監 視 モ ジ ュ ー ル ２ ０ ２ で は 無 応 答 と 判 断 さ れ た 局 か ら 、 予 め 定 め
ら れ た 回 数 ｎ ２ 回 連 続 で 、 応 答 が 有 っ た 場 合 に 、 Ｉ Ｐ 網 １ ０ ０ を 使 用 し た 通 信 が 復 旧 し た
と 判 定 し 、 当 該 局 の Ｉ Ｐ ア ド レ ス と 電 話 番 号 情 報 と を メ イ ン 処 理 部 ２ ０ ４ へ 通 知 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
メ イ ン 処 理 部 ２ ０ ４ は そ の 通 知 を 受 け る と 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 復 旧 を 示 す 特 番 を 使 用 し 、 Ｐ Ｂ Ｘ １
０ に 対 し て 擬 似 的 な 着 信 信 号 を 送 信 す る 。 例 え ば 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 復 旧 を 示 す 特 番 が 「 ＊ ＃ 」 、
当 該 対 向 先 の 局 番 が 「 １ ０ 」 で あ っ た 場 合 に 、 メ イ ン 処 理 部 ２ ０ ４ は 着 信 信 号 内 の ダ イ ヤ
ル 番 号 を 「 ＊ ＃ １ ０ 」 に 設 定 し 、 対 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス ２ ０ ８ を 経 由 し て Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ へ
送 信 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ は Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス １ ０ ４ を 経 由 し て 着 信 信 号 を 受 信 す る 。 着 信 信 号 は 呼
処 理 部 １ ０ ２ で 処 理 さ れ 、 番 号 分 析 部 １ ０ １ で 受 信 し た ダ イ ヤ ル 番 号 「 ＊ ＃ １ ０ 」 が 分 析
さ れ る 。 番 号 分 析 部 １ ０ １ は 分 析 し た 結 果 を ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ と 比 較 し 、 局 番 「 １ ０
」 へ の ル ー ト に お い て Ｖ ｏ Ｉ Ｐ 経 由 の 通 信 が 復 旧 し た と 認 識 し 、 ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ に
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト を 優 先 ル ー ト に 復 帰 さ せ 、 公 衆 電 話 網 ル ー ト を 二 次 ル ー ト に 変 更 す る 。 番
号 分 析 部 １ ０ １ は 局 番 「 １ ０ 」 の ル ー ト 情 報 を 変 更 し た こ と を 呼 処 理 部 １ ０ ２ に 通 知 す る
。 呼 処 理 部 １ ０ ２ で は 擬 似 着 信 信 号 を 廃 棄 し 、 当 該 呼 処 理 を 完 了 す る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
図 ３ は 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト 障 害 ・ 復 旧 検 出 及 び 擬 似 着 信 信 号 の 送 信 フ
ロ ー を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 こ れ ら 図 １ ～ 図 ３ を 参 照 し て 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト 障 害 ・ 復 旧 検 出 及 び 擬 似 着 信 信 号 の 送 信 フ ロ ー に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は 監 視 ｔ １ 周 期 で 起 動 さ れ る と （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ １ ） 、 最 初 に
レ イ ヤ １ 障 害 の 有 無 を チ ェ ッ ク し （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ ２ ） 、 レ イ ヤ １ 障 害 中 で あ れ ば 、 対 局
監 視 す る 必 要 が な い た め 、 処 理 を 終 了 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
ま た 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は レ イ ヤ １ 障 害 が な け れ ば 、 上 述 し た 対 局 監 視 ル ー テ ィ
ン を コ ー ル し （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ ３ ） 、 全 対 局 を 一 巡 し て 、 対 局 状 態 の 結 果 を 出 力 す る （ 図
３ ス テ ッ プ Ｓ ４ ） 。 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は 今 回 出 力 し た 結 果 と 前 回 の 結 果 と を 比 較
し 、 そ れ ら に 差 分 が あ る か ど う か を チ ェ ッ ク す る （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は そ の 比 較 結 果 に 差 分 が な け れ ば 、 状 態 管 理 テ ー ブ ル （ 図 示 せ
ず ） 中 の 全 カ ウ ン タ を 全 て １ 加 算 す る （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ ７ ） 。 こ こ で 、 状 態 管 理 テ ー ブ ル
に は 対 向 局 毎 に 、 「 局 番 号 」 、 「 Ｉ Ｐ ア ド レ ス 」 、 「 状 態 （ 自 局 と の 通 信 状 態 ； Ｕ Ｐ ／ Ｄ
ｏ ｗ ｎ ） 」 、 「 予 備 状 態 （ 前 回 の 周 期 監 視 状 態 ； Ｕ Ｐ ／ Ｄ ｏ ｗ ｎ ） 」 、 「 カ ウ ン タ 」 が 記
述 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は そ の 比 較 結 果 に 差 分 が あ っ た 場 合 、 変 化 し た 局 の 予 備 状 態 を
Ｕ Ｐ か ら Ｄ ｏ ｗ ｎ 、 ま た は Ｄ ｏ ｗ ｎ か ら Ｕ Ｐ へ 状 態 表 を 書 換 え 、 カ ウ ン タ を ０ ク リ ア し 、
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変 化 が な か っ た 局 の 全 カ ウ ン タ を １ 加 算 す る （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ ６ ） 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
続 い て 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は 状 態 管 理 テ ー ブ ル 上 に お い て 、 状 態 が Ｕ Ｐ 、 予 備 状
態 が Ｄ ｏ ｗ ｎ 、 カ ウ ン タ が ｎ １ に 等 し い 局 を チ ェ ッ ク す る （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ ８ ） 。 Ｖ ｏ Ｉ
Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は 該 当 す る 局 の 状 態 を Ｄ ｏ ｗ ｎ に 変 更 し （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ ９ ） 、 上 述
し た Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト 使 用 不 可 ル ー テ ィ ン を コ ー ル す る （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ） 。 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ
ル ー ト 使 用 不 可 ル ー テ ィ ン で は 、 上 述 し た よ う に 、 当 該 特 番 を 設 定 し た 擬 似 着 信 信 号 を 用
い て Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ へ 障 害 情 報 を 通 知 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は 該 当 す る 局 が な け れ ば 、 状 態 管 理 テ ー ブ ル 上 に お い て 、 状 態
が Ｄ ｏ ｗ ｎ 、 予 備 状 態 が Ｕ Ｐ 、 カ ウ ン タ が ｎ ２ に 等 し い 局 を チ ェ ッ ク す る （ 図 ３ ス テ ッ プ
Ｓ １ １ ） 。 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は 該 当 す る 局 の 状 態 を Ｕ Ｐ に 変 更 し （ 図 ３ ス テ ッ プ
Ｓ １ ２ ） 、 上 述 し た Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト 使 用 復 旧 ル ー テ ィ ン を コ ー ル す る （ 図 ３ ス テ ッ プ Ｓ １
３ ） 。 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト 復 旧 ル ー テ ィ ン で は 、 上 述 し た よ う に 、 当 該 特 番 を 設 定 し た 擬 似 着
信 信 号 を 用 い て Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ へ 復 旧 情 報 を 通 知 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ は 該 当 す る 局 が な け れ ば 、 処 理 を 終 了 し 、 次 の 監 視 ｔ １ 周 期 を
待 ち 、 待 機 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
図 ４ は 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 擬 似 着 信 信 号 の 受 信 処 理 フ ロ ー を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ
る 。 こ れ ら 図 １ と 図 ２ と 図 ４ と を 参 照 し て 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 擬 似 着 信 信 号 の 受 信 処
理 フ ロ ー に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ は 着 呼 信 号 を 受 信 す る と （ 図 ４ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ） 、 番 号 分 析 を 行 い （ 図 ４ ス テ
ッ プ Ｓ ２ ２ ） 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト 使 用 不 可 特 番 か ど う か を チ ェ ッ ク す る （ 図 ４ ス テ ッ プ Ｓ ２
３ ） 。 Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ は 着 呼 信 号 が 該 当 す れ ば 、 上 述 し た よ う に 、 特 番 の 後 に 付 与 さ れ た 対 象
局 番 の ル ー ト テ ー ブ ル １ ０ ３ を 変 更 す る （ 図 ４ ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ ） 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
ま た 、 Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ は 着 呼 信 号 が 該 当 し な け れ ば 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト 復 旧 特 番 か ど う か を チ ェ
ッ ク し （ 図 ４ ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ） 、 該 当 す れ ば 、 特 番 の 後 に 付 与 さ れ た 対 象 局 番 の ル ー ト テ
ー ブ ル を 変 更 す る （ 図 ４ ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ ） 。 Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ は ど ち ら に も 該 当 し な い 場 合 、 通
常 の 着 信 処 理 を 実 行 す る （ 図 ４ ス テ ッ プ Ｓ ２ ７ ） 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
こ の よ う に 、 本 実 施 例 で は 、 対 向 局 毎 に Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト の 使 用 不 可 を 通 知 す る こ と が 可 能
に な り 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ へ 信 号 を 送 出 す る こ と な く 、 Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ の 判 断 だ け で
、 公 衆 電 話 網 ２ ０ ０ 等 の 迂 回 ル ー ト を 選 択 す る こ と が で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
し た が っ て 、 本 実 施 例 で は 、 Ｐ Ｂ Ｘ １ ０ に お い て 、 一 旦 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ ２ ０ か ら
ビ ジ ー が 返 送 さ れ て か ら 、 迂 回 す る こ と が な い た め 、 迂 回 ル ー ト を 選 択 す る 場 合 に も 、 呼
接 続 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る と い う 利 点 が あ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
ま た 、 本 実 施 例 で は 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト の 障 害 通 知 方 法 と し て 多 様 な 方 式 が 考 案 さ れ て い る
が 、 物 理 イ ン タ フ ェ ー ス の 追 加 が 不 要 で あ り 、 こ れ ま で の 音 声 イ ン タ フ ェ ー ス だ け で 実 現
す る こ と が で き る と い う 利 点 も あ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た よ う に 本 発 明 は 、 Ｐ Ｂ Ｘ と 、 Ｉ Ｐ ネ ッ ト ワ ー ク 網 と Ｐ Ｂ Ｘ と の 間 に お い て シ
グ ナ リ ン グ 変 換 及 び 音 声 の パ ケ ッ ト 符 号 化 を 行 う Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ と を 含 む Ｖ ｏ Ｉ Ｐ
シ ス テ ム に お い て 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ が 他 の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ の 起 動 及 び 停 止 状
態 を 監 視 し 、 予 め 設 定 さ れ か つ そ の 監 視 結 果 に 対 応 す る 擬 似 的 な 着 信 信 号 を 生 成 し て Ｐ Ｂ
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Ｘ に 送 出 し 、 Ｐ Ｂ Ｘ が 擬 似 着 信 信 号 を 受 信 し て 番 号 分 析 し 、 そ の 指 定 さ れ た 局 番 の ル ー ト
情 報 を 変 更 す る こ と に よ っ て 、 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト で の 呼 接 続 の 失 敗 を 確 認 す る こ と な く 、 Ｐ
Ｂ Ｘ 側 で 事 前 に 迂 回 ル ー ト を 選 択 す る こ と が で き る と い う 効 果 が 得 ら れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ シ ス テ ム の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ 及 び Ｐ Ｂ Ｘ の 構 成 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ル ー ト 障 害 ・ 復 旧 検 出 及 び 擬 似 着 信 信 号 の 送 信
フ ロ ー を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 擬 似 着 信 信 号 の 受 信 処 理 フ ロ ー を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で
あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ ０ ， １ １ ～ １ ３ 　 電 話 交 換 機
２ ０ ， ２ １ ～ ２ ３ 　 Ｖ ｏ Ｉ Ｐ ゲ ー ト ウ ェ イ
１ ０ ０ 　 Ｉ Ｐ 網
１ ０ １ 　 番 号 分 析 部
１ ０ ２ 　 呼 処 理 部
１ ０ ３ 　 ル ー ト テ ー ブ ル
１ ０ ４ 　 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス
２ ０ ０ 　 公 衆 電 話 網
２ ０ １ 　 Ｉ Ｐ ア ド レ ス － 電 話 番 号 マ ッ ピ ン グ テ ー ブ ル
２ ０ ２ 　 対 局 監 視 機 能 モ ジ ュ ー ル
２ ０ ３ 　 音 声 処 理 部
２ ０ ４ 　 呼 処 理 ・ 呼 管 理 部
２ ０ ５ 　 レ イ ヤ ２ 及 び レ イ ヤ ３ プ ロ ト コ ル 処 理 部
２ ０ ６ 　 音 声 チ ャ ネ ル 制 御 部
２ ０ ７ 　 レ イ ヤ １ 監 視 モ ジ ュ ー ル
２ ０ ８ 　 対 Ｐ Ｂ Ｘ イ ン タ フ ェ ー ス
２ ０ ９ 　 Ｗ Ａ Ｎ 及 び Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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